
17 酒類の表示義務 

 

〈表示制度の概要〉 
 

 酒類の容器及び包装には、酒税の検査取締上の見地から、当該酒類の品目等、所定の事項を表示

することが義務付けられています(酒類業組合法 86の５、酒類業組合法施行令８の３)。 

 また、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため、財務大臣は、酒類の製法、品質

その他政令で定める事項の表示について必要な基準を定めることができることとされています(酒類

業組合法 86の６、酒類業組合法施行令８の４)。 

 このほか、食品表示法に基づく食品表示基準が令和２年４月１日から適用されています。 
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国税庁告示 

※ 酒類の表示基準を定める権限は、財務大臣から国税庁長官に委任されています(酒類業組合法施行規則 20)。 

※ 日本農林規格等に関する法律の改正に伴い、酒類における有機の表示基準（平成 12年国税庁告示第７号）が廃止さ

れ、有機酒類については、有機ＪＡＳ認証を取得し、有機ＪＡＳマークを付すことが必要となりました。 

なお、令和７年９月 30日までは引き続き有機の表示基準に基づく表示ができる旨の経過措置が設けられています。 
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